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聚
書
篇
六

　

自
序
篇
に
、
三
十
餘
歳
に
至
る
ま
で
、「
泛ひ

ろ

く
衆
書
萬
餘
を
玩
」

し
た
と
記
さ
れ
、
十
四
歳
で
眼
を
患
っ
て
か
ら
は
自
分
で
書
が
読
め

な
い
た
め
、
左
右
の
者
に
交
替
で
書
を
読
ま
せ
た
と
も
記
さ
れ
る
よ

う
に
、
蕭
繹
は
大
の
読
書
家
と
し
て
知
ら
れ
た
。
ま
た
単
に
読
書
家

で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
熱
心
に
書
の
収
集
に
努
め
た
こ
と
に
お
い

て
も
、
六
朝
期
で
ひ
と
き
わ
抜
き
ん
出
た
存
在
で
あ
っ
た
。
聚
書
篇

は
、
彼
が
い
か
に
し
て
逐
時
的
に
書
を
収
集
し
た
か
に
つ
い
て
語
っ

た
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。
少
時
に
始
ま
っ
て
、
西
魏
の
侵
攻
に
よ
っ

て
江
陵
政
権
が
崩
壊
す
る
直
前
ま
で
、
任
地
と
し
て
赴
い
た
先
先
で

さ
ま
ざ
ま
な
人
脈
を
利
用
し
て
書
を
集
め
た
こ
と
が
つ
ぶ
さ
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
聚
書
の
範
囲
は
極
め
て
広
く
、
経
書
・
史
書
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
仏
典
か
ら
陰
陽
・
卜
祝
・
博
奕
・
法
書
の
類
に
ま
で

及
ん
で
い
る
。

　

初
出
閤
、
在
西
省
、
蒙
敕
旨
賚
五
經
正
副
本
。
爲
瑯
琊
郡
時
、
蒙

敕
給
書
、
幷
私
有
繕
寫
。
爲
東
州
時
、
寫
得
史
・
漢
・
三
國
志
・
晉

書
、
又
寫
劉
選
部
孺＊
家
・
謝
通
直
彥
遠
家
書
。
又
遣
人
至
吳
興
郡
就

夏
侯
亶
寫
得
書
。
又
寫
得
虞
太
中
闡
家
書
。
爲
丹
陽
時
、
啓
請
先
宮

書
、
又
就
新
渝
・
上
黃
・
新
吳
寫
格
五
戲
、
得
少
許
。
爲
揚
州
時
、

就
吳
中
諸
士
大
夫
寫
得
起
居
注
。
又
得
徐
簡
肅
勉
起
居
注
。

　

ず
っ
と
以
前
、
内
宮
を
出
て
、
西
省
（
永
福
省
）
に
い
た
と
き
、

勅
命
に
よ
り
五
經
の
正
本
と
副
本
を
賜
っ
た
。
琅
琊
郡
の
太
守
だ
っ

た
と
き
、
勅
命
に
よ
り
書
を
授
け
ら
れ
、
す
べ
て
を
個
人
用
に
抄
写

し
た
。
東
州
（
会
稽
郡
）
の
太
守
だ
っ
た
と
き
、『
史
記
』『
漢
書
』

『
三
国
志
』『
晋
書
』
を
抄
写
し
、
ま
た
吏
部
尚
書
劉
孺
の
蔵
書
、

通
直
散
騎
常
侍
謝
彦
遠
家
の
蔵
書
を
抄
写
し
た
。
ま
た
人
を
呉
興
郡

に
派
遣
し
て
夏
侯
亶
の
も
と
で
蔵
書
を
写
さ
せ
た
。
ま
た
太
中
大
夫

虞
闡
の
蔵
書
を
抄
写
し
た
。
丹
陽
尹
だ
っ
た
と
き
に
は
、
先
の
太
子
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（
蕭
統
）
の
蔵
書
の
［
抄
写
を
］
上
申
し
、
ま
た
新
渝
侯
（
蕭
映
）・

上
黄
侯
（
蕭
曄
）・
新
呉
侯
（
名
未
詳
）
の
も
と
で
格
五
戲
の
書
を
い

さ
さ
か
抄
写
し
た
。
揚
州
刺
史
だ
っ
た
と
き
に
は
、
呉
中
の
諸
士
大

夫
の
も
と
で
起
居
注
を
抄
写
し
た
。
ま
た
簡
肅
公
徐
勉
の
起
居
注
を

手
に
入
れ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
孺
：
知
不
足
齋
叢
書
本
校
記
に
、「
按
孺
原
本
作
儒
、
攷
『
梁
書
』
有
劉

孺
爲
吏
部
尙
書
、
無
劉
儒
。
謹
校
正
」。

〔
注
〕

①　

初
出
閤
二
句　

宮
廷
内
の
内
宮
を
出
て
湘
東
郡
王
と
な
っ
た
こ
と
を
い

う
。「
梁
書
」
二
武
帝
紀
中
に
、「
天
監
十
三
年
秋
七
月
乙
亥
、
立
皇
子
綸

爲
邵
陵
郡
王
、
繹0

為
湘
東
郡
王
、
紀
爲
武
陵
郡
王
」。
ま
た
同
五
元
帝
紀

に
、「
十
三
年
、
封
湘
東
郡
王
、
邑
二
千
戸
」。「
西
省
」
は
、
禁
中
に
あ

っ
た
永
福
省
の
こ
と
。「
資
治
通
鑑
」
齊
紀
七
、
明
帝
の
永
泰
元
年
四
月

の
条
に
、「
始
安
王
遙
光
勸
上
盡
誅
高
・
武
子
孫
、
於
是
悉
召
諸
王
侯
入

宮
。
晋
安
王
寶
義
・
江
陵
公
寶
覧
等
處
中
書
省
、
高
・
武
諸
孫
處
西
省

0

0

」。

胡
三
省
注
に
、「
據
蕭
子
恪
傳
、
西
省

0

0

、
永
福
省
也
。
至
唐
分
三
省
、
以

門
下
省
爲
西
省
、
中
書
省
爲
東
省
」。
な
お
、「
通
鑑
」
の
記
述
は
「
南
斉

書
」
四
〇
竟
陵
王
昭
胄
傳
に
も
と
づ
く
。
ま
た
永
福
省
に
つ
い
て
は
、
梁

紀
一
八
、
武
帝
の
太
清
三
年
正
月
に
、「
己
巳
、
太
子
遷
居
永
福
省
」
と

あ
り
、
そ
の
胡
注
に
、「
永
福
省
在
禁
中
、
自
宋
以
来
、
太
子
居
之
、
取

其
福
國
於
有
永
也
」。

②　

爲
琅
琊
郡
時　
「
琅
琊
」
は
山
東
の
琅
邪
で
は
な
く
、
南
朝
に
お
い
て

僑
置
さ
れ
た
南
琅
邪
郡
の
こ
と
。
蕭
繹
が
琅
邪
太
守
だ
っ
た
こ
と
は
『
梁

書
』『
南
史
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、『
芸
文
類
聚
』
三
四
人
部
懐
旧
に
引

か
れ
る
繹
の
「
懐
旧
賦
序
」
に
、「
吾
自
北
守
琅
臺

0

0

、
東
探
禹
穴
、
云

云
」
と
あ
る
。

③　

繕
寫　

書
き
写
す
。
王
僧
虔
「
論
書
」（『
法
書
要
録
』
一
）
に
、「
承

天
涼
體
預
、
復
欲
繕
寫

0

0

一
賦
」。『
宋
書
』
百
の
沈
約
自
序
に
引
く
『
宋

書
』
を
上
る
表
に
、「
本
紀
列
傳
、
繕
寫

0

0

已
畢
、
合
七
帙
七
十
巻
」。『
真

誥
』
翼
真
檢
に
、「
長
史
正
書
既
不
工
、
所
繕
寫

0

0

蓋
少
」。『
顔
氏
家
訓
』

雑
藝
篇
に
、「
洎
於
齊
末
、
秘
書
繕
寫

0

0

、
賢
於
往
日
多
矣
」。

④　

爲
東
州
時　

東
州
は
、
東
揚
州
の
こ
と
で
、
会
稽
郡
を
い
う
。『
梁

書
』
武
帝
紀
下
に
、「［
普
通
］
五
年
三
月
甲
戌
、
分
揚
州
・
江
州
置
東
揚

0

0

州0

」。
元
帝
紀
に
、「
初
為
寧
遠
将
軍
・
会
稽
太
守
」。

⑤　

晋
書
『
隋
書
』
経
籍
志
史
部
正
史
類
に
著
録
さ
れ
る
六
朝
人
の
『
晋

書
』
に
は
、
王
隠
撰
十
六
巻
、
虞
預
撰
二
十
六
巻
、
朱
鳳
撰
十
巻
、
謝
霊

運
撰
三
十
六
巻
、
臧
栄
緒
撰
百
十
巻
、
蕭
子
雲
撰
十
一
巻
が
あ
り
、
他
に

佚
亡
書
と
し
て
沈
約
撰
百
十
一
巻
が
見
え
る
。
唐
太
宗
の
勅
命
に
よ
っ
て

編
纂
さ
れ
た
現
行
の
『
晋
書
』
百
三
十
巻
は
、
そ
れ
ら
の
集
成
を
目
指
し

た
も
の
で
あ
る
。

⑥　

劉
選
部
孺　

劉
孺
（
四
八
六
〜
五
四
四
）、
字
は
孝
稚
、
彭
城
安
上
里
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（
江
蘇
省
）
の
人
。
も
と
「
孺
」
を
「
儒
」
に
作
る
の
は
誤
り
。『
梁

書
』
四
一
劉
孺
傳
に
、「
孺
幼
聡
敏
、
七
歳
能
屬
文
。（
中
略
）
出
為
宣
恵

晋
安
王
長
史
、
領
丹
陽
尹
丞
、
遷
太
子
中
庶
子
、
尚
書
吏
部
郎
。
出
爲
軽

車
湘
東
王
長
史
、
領
会
稽
郡
丞
、
公
事
免
。（
中
略
）
大
同
五
年
、
守
吏

0

0

部
尚
書

0

0

0

。
其
年
出
爲
明
威
将
軍
・
晋
陵
太
守
。
在
郡
和
理
、
爲
吏
民
所
稱
。

七
年
、
入
爲
侍
中
、
領
右
軍
。
其
年
復
爲
吏
部
尚
書

0

0

0

0

、
以
母
憂
去
職
。
居

喪
未
期
、
以
毀
卒
、
時
年
五
十
九
。
諡
曰
孝
子
」。『
南
史
』
三
九
に
も
傳

が
あ
る
。「
選
部
」
は
「
吏
部
」
の
古
称
。
こ
の
篇
の
末
尾
に
「
吾
今
年

四
十
六
歳
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
劉
孺
は
す
で
に
没

し
て
い
た
。

⑦　

謝
通
直
彦
遠　

謝
彦
遠
は
、
傳
未
詳
。
通
直
は
、
通
直
散
騎
常
侍
の
略

称
。
散
騎
常
侍
は
、
天
子
に
付
き
従
う
顕
職
で
、
通
直
散
騎
常
侍
は
そ
れ

か
ら
一
つ
格
下
の
地
位
。

⑧　

吳
興
郡　
『
三
国
志
』
呉
書
三
孫
皓
傳
に
、「
寶
鼎
元
年
（
二
六
六
）
八

月
、
分
呉
・
丹
陽
爲
呉
興
郡

0

0

0

」。
以
後
、
南
朝
を
通
じ
て
置
か
れ
た
。
現

在
の
浙
江
省
湖
州
市
。

⑨　

夏
侯
亶　

夏
侯
亶
（
？
〜
五
二
九
）、
字
は
世
龍
、
譙
郡
譙
（
安
徽

省
）
の
人
。『
梁
書
』
二
八
本
傳
に
、「［
天
監
］
十
七
年
、
入
爲
通
直
散

騎
常
侍
・
太
子
右
衛
率
、
遷
左
衛
將
軍
、
領
前
軍
將
軍
。
俄
出
爲
明
威
將

軍
・
呉
興

0

0

太
守
。
在
郡
復
有
恵
政
、
吏
民
圖
其
像
、
立
碑
頌
美
焉
」。
大

通
二
年
、
平
北
將
軍
と
な
り
、
翌
年
没
し
た
。
傳
に
は
ま
た
「
亶
爲
人
美

風
儀
、
寛
厚
有
器
量
、
渉
猟
文
史
、
辯
給
能
専
對
」。『
南
史
』
五
五
に
も

傳
が
あ
る
。

⑩　

虞
太
中
闡　

虞
闡
は
、
生
卒
年
未
詳
。
会
稽
餘
姚
（
浙
江
省
）
の
人
。

陳
の
虞
茘
の
従
伯
だ
っ
た
こ
と
が
、『
陳
書
』
一
九
陳
茘
傳
に
見
え
る
。

『
廣
弘
明
集
』
一
五
の
沈
約
「
佛
記
序
」
に
、「
敕
云
、
去
歳
令
虞
闡

0

0

等

撰
『
佛
記
』、
幷
令
作
序
、
云
云
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
虞
闡
と
同
一

人
物
で
あ
ろ
う
。

⑪　

爲
丹
陽
時　
『
梁
書
』
元
帝
紀
に
、「
初
爲
寧
遠
將
軍
・
会
稽
太
守
、
入

爲
侍
中
・
宣
威
將
軍
・
丹
陽
尹

0

0

0

」。
丹
陽
尹
と
な
っ
た
時
期
は
正
史
に
明

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
梁
書
』
武
帝
紀
下
に
、「
普
通
元
年
冬
十
月
辛
酉
、

以
丹
陽
尹

0

0

0

晋
安
王
綱
爲
平
西
將
軍
・
益
州
刺
史
」
と
あ
る
の
で
、
兄
綱
の

後
任
と
し
て
繹
が
丹
陽
尹
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
丹
陽
は
、
建
康

を
中
心
と
す
る
首
都
圏
。『
南
斉
書
』
州
郡
志
上
に
、「
丹
陽
郡
、
建
康
・

秣
陵
・
丹
陽
・
溧
陽
・
永
世
・
湖
熟
・
江
寧
・
句
容
」。『
金
樓
子
』
著
書

篇
に
「
丹
陽
尹
傳
」
一
帙
十
巻
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
作
か
。

⑫　

先
宮　

先
の
東
宮
（
皇
太
子
）
の
意
で
、
繹
の
兄
昭
明
太
子
蕭
統
（
五

〇
一
〜
五
三
一
）
を
指
す
。
こ
の
文
が
書
か
れ
た
時
点
で
統
は
亡
く
な
っ

て
お
り
、
弟
の
綱
（
後
の
簡
文
帝
）
が
東
宮
に
在
っ
た
か
ら
、「
先
」
と

あ
る
が
、
繹
の
丹
陽
尹
在
任
時
に
は
存
命
だ
っ
た
。
蕭
統
の
蔵
書
の
豊
富

さ
に
つ
い
て
は
、『
梁
書
』
八
昭
明
太
子
傳
に
、「
于
時
東
宮
有
書
幾
三
萬

巻
、
名
才
並
集
、
文
學
之
盛
、
晋
宋
以
来
未
之
有
也
」
と
あ
る
。

⑬　

新
渝　

新
渝
侯
蕭
映
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
文
明
。
梁
の
始
興
王
憺

の
子
。『
南
史
』
五
二
梁
宗
室
下
に
よ
れ
ば
、
普
通
二
年
、
廣
信
縣
侯
に

封
ぜ
ら
れ
、
後
に
新
渝
縣
侯
に
改
封
さ
れ
た
。
官
は
広
州
刺
史
に
至
り
、

諡
は
寛
侯
。
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⑭　

上
黄　

上
黄
侯
蕭
曄
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
通
明
。
蕭
映
の
弟
。
上

黄
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
太
子
時
代
の
簡
文
帝
に
才
を
愛
さ
れ
、「
東
宮
四

友
」
の
一
人
に
數
え
ら
れ
た
。
晋
陵
太
守
に
在
任
中
に
没
し
た
。
諡
は
替

侯
。『
南
史
』
五
二
梁
宗
室
下
に
傳
が
あ
る
。

⑮　

新
呉　

新
呉
侯
蕭
某
の
こ
と
だ
が
、
特
定
で
き
な
い
。『
梁
書
』
武
帝

紀
上
の
南
斉
永
元
三
年
の
璽
書
に
、「
兼
太
尉
・
散
騎
常
侍
・
中
書
令
新0

呉0

縣
開
國
侯
志
」
の
名
が
見
え
る
が
、
梁
の
爵
位
で
は
な
い
の
で
、
恐
ら

く
は
非
。

⑯　

格
五
戲　

博
奕
の
類
の
遊
戯
。『
漢
書
』
六
四
上
吾
丘
壽
王
傳
に
、「
年

少
、
以
善
格
五

0

0

召
待
詔
」
と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注
に
以
下
の
よ
う
な
諸

説
を
挙
げ
る
。
蘇
林
曰
、「
博
之
類
、
不
用
箭
、
但
行
梟
散
」。
孟
康
曰
、

「
格
音
各
、
行
伍
相
各
、
故
言
各
」。
劉
德
曰
、「
格
五
、
棊
行
」。
簺
法

曰
、「
簺
白
乘
五
、
至
五
格
不
得
行
、
故
云
格
五
」。
師
古
曰
、「
卽
今
戲

之
簺
也
。
音
先
代
反
」。

⑰　

爲
揚
州
時　

揚
州
刺
史
と
な
っ
た
時
期
は
『
梁
書
』『
南
史
』
に
記
載

さ
れ
て
い
な
い
が
、
普
通
元
年
に
丹
陽
尹
に
任
じ
ら
れ
た
の
ち
、
普
通
七

年
に
荊
州
刺
史
に
な
る
ま
で
の
間
で
あ
ろ
う
。
揚
州
は
現
在
の
南
京
市
。

蕭
繹
「
玄
覧
賦
」（『
文
苑
英
華
』
一
二
六
）
に
、「
皇
覧
余
之
忠
誠
、
召

詔
入
謁
於
承
明
。
既
攝
州

0

0

於
淮
海
、
且
作
尹
乎
中
京
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
す
れ
ば
、
攝
揚
州
刺
史
、
つ
ま
り
揚
州
刺
史
代
行
と
な
っ
た
こ
と
を
い

う
。

⑱　

起
居
注　

帝
王
の
日
常
の
発
言
行
動
を
記
錄
し
た
書
。『
隋
書
』
經
籍

志
の
史
部
起
居
注
類
序
に
、「
起
居
注
者
、
錄
紀
人
君
言
行
動
止
之
事
」。

⑲　

徐
簡
肅
勉　

徐
勉
（
四
六
六
〜
五
三
五
）、
字
は
脩
仁
、
東
海
郯
（
山

東
省
）
の
人
。
官
は
特
進
・
右
光
祿
大
夫
・
侍
中
・
中
衛
將
軍
に
至
り
、

諡
を
簡
肅
公
と
い
う
『
梁
書
』
二
五
・『
南
史
』
六
〇
に
傳
が
あ
る
。『
梁

書
』
本
傳
に
、「
勉
善
屬
文
、
勤
著
述
、
雖
當
機
務
、
下
筆
不
休
。
嘗
以

起
居
注
煩
雑
、
乃
加
刪
撰
爲
流
別
起
居
注
』
六
百
巻
」。『
流
別
起
居
注
』

は
『
南
史
』
で
は
六
百
六
十
巻
。『
隋
書
』
經
籍
志
四
部
起
居
注
類
に

「
流
別
起
居
注
三
十
七
巻
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
か
。
た
だ
し
巻
数
が
大
幅

に
異
な
る
の
は
、
經
籍
志
の
編
纂
時
に
す
で
に
残
巻
だ
っ
た
た
め
か
。

　

前
在
荆
州
時
、
晉
安
王
子
時
鎮
雍
州
、
啓
請
書
寫
。
比
應
入
蜀
、

又
寫
得
書
。
又
遣
州
民
宗
孟
堅
下
都
市
得
書
。
又
得
鮑
中
記
泉
上
書
。

安
成
煬
王
於
湘
州
薨
、
又
遣
人
就
寫
得
書
。
劉
大
南
郡
之
遴
・
小
南

郡
之
亨
・
江
夏
樂
法
才
・
別
駕
庾
喬
・
宗
仲
囘
・
主
簿＊
庾
格
・
僧
正

法
持
絓
經
書
、
是
其
家
者
皆
寫
得
。
又
得
招
提
琰
法
師
衆
義
疏
及
衆

經
序
、
又
得
頭
陀
寺
曇
智
法
師
陰
陽
・
卜
祝
・
冢
宅
等
書
。
又
得
州

民
朱
澹
遠
送
異
書
。
又
於
長
沙
寺
經
藏
、
就
京
公
寫
得
四
部
。
又
於

江
州
江
革
家
、
得
元
嘉
前
漢
書＊
五
帙＊
。
又
就
姚
凱
處
得
三
帙
、
又
就

江
禄＊
處
得
四
帙
。
足
爲
一
部
、
合
二
十
帙
一
百
一
十
五
巻
。
竝
是
元

嘉
書
、
紙
墨
極
精
奇
。
又
聚
得
元
嘉
後
漢
并
史
記
・
續
漢
・
春
秋
・

周
官
・
尚
書
及
諸
子
集
等
、
可
一
千
餘
巻
。
又＊
聚
得
細
書
周
易
・
尚

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺
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書
・
周
官
・
儀
禮
・
禮
記
・
毛
詩
・
春
秋
各
一
部
。
又
使
孔
昂＊
寫
得＊

前
漢
・
後
漢＊
・
史
記
・
三
国
志
・
晉
陽
秋
・
荘
子
・
老
子
・
肘
後

方
・
離
騒
等
、
合
六
百
三
十
四
巻
、
悉
在
一
巾
箱
中
、
書
極
精
細
。

　

最
初
に
荊
州
に
い
た
と
き
に
は
、
晋
安
王
（
蕭
綱
）
が
雍
州
に
駐

屯
し
て
い
た
の
で
、
上
申
し
て
そ
の
書
を
抄
写
し
た
。
蜀
に
入
っ
た

こ
ろ
に
は
、
ま
た
書
を
抄
写
し
た
。
ま
た
荊
州
の
人
宗
孟
堅
を
都
建

康
に
遣
わ
し
て
書
を
購
入
さ
せ
た
。
ま
た
中
記
室
鮑
泉
か
ら
書
を
献

上
さ
れ
た
。
安
成
煬
王
（
蕭
機
）
が
湘
州
で
薨
去
し
た
の
で
、
ま
た

人
を
遣
わ
し
て
そ
の
蔵
書
を
抄
写
さ
せ
た
。
大
南
郡
劉
之
遴
・
小
南

郡
劉
之
亨
・
江
夏
太
守
樂
法
才
・
別
駕
庾
喬
・
宗
仲
回
・
主
簿
庾

格
・
僧
正
法
持
絓
経
（
？
）
の
書
は
、
家
蔵
さ
れ
る
も
の
全
て
を
抄

写
し
た
。
ま
た
招
提
琰
法
師
の
衆
経
義
疏
及
び
衆
経
序
を
得
た
。
ま

た
頭
陀
寺
曇
智
法
師
の
陰
陽
・
卜
祝
・
冢
宅
な
ど
の
書
を
得
た
。
ま

た
湘
州
の
人
朱
澹
の
送
っ
て
き
た
珍
し
い
書
を
得
た
。
ま
た
長
沙
寺

の
経
蔵
で
は
、
京
公
（
釋
法
京
）
の
も
と
で
四
部
の
書
を
写
し
た
。

ま
た
江
州
の
江
革
家
で
は
、［
宋
の
］
元
嘉
年
間
（
四
二
四
〜
四
五

三
）
の
『
前
漢
書
』
五
帙
を
得
た
。
ま
た
姚
凱
の
と
こ
ろ
で
三
帙
を

得
、
江
禄
の
と
こ
ろ
で
四
帙
を
得
た
。
そ
れ
ら
を
足
し
て
一
部
と
し
、

合
わ
せ
て
二
十
帙
百
十
五
巻
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
元
嘉
年
間
の
書

で
、
紙
墨
極
め
て
精
奇
で
あ
る
。
ま
た
元
嘉
の
『
後
漢
書
』（
范
曄

『
後
漢
書
』）
並
び
に
『
史
記
』『
續
漢
書
』『
春
秋
』『
周
官
』（『
周

礼
』）『
尚
書
』
及
び
諸
子
や
家
集
等
ほ
ぼ
一
千
餘
巻
を
収
集
し
た
。

ま
た
細
字
で
書
か
れ
た
『
周
易
』『
尚
書
』『
周
官
』『
儀
礼
』『
礼

記
』『
毛
詩
』『
春
秋
』
各
一
部
を
収
集
し
た
。
ま
た
孔
昂
に
『
漢

書
』『
後
漢
書
』『
史
記
』『
三
国
志
』『
晋
陽
秋
』『
莊
子
』『
老
子
』

『
肘
後
方
』『
離
騒
』
等
合
わ
せ
て
六
百
三
十
四
巻
を
抄
写
さ
せ
、

す
べ
て
一
つ
の
巾
箱
に
入
れ
て
、
文
字
は
極
め
て
精
細
で
あ
る
。

〔
校
　
勘
〕

＊
主
簿
：
抄
本
→
主
薄
。
＊
前
漢
書
：
各
本
と
も
前
後
書
。
著
書
篇
に
「
注

前
漢
書
十
二
帙
、
一
百
一
十
五
巻
」
と
あ
る
の
に
従
っ
て
、
改
め
る
。
＊

帙
：
四
庫
本
→
秩
。
抄
本
謝
校
に
、「
鮑
本
袟
皆
作
帙
」。
禄
：
各
本
と
も

「
録
」
に
作
る
が
、
許
枚
箋
に
よ
り
改
め
る
。
＊
『
太
平
御
覧
』
六
一
八
學

部
一
二
叙
圖
書
に
、「
又
聚
得
細
書
周
易
云
云
」
か
ら
「
書
極
精
細
」
ま
で

の
一
段
を
収
め
る
。
異
同
は
以
下
の
通
り
。
又
：
→
有
。
使
孔
昂
：
→
無
し
。

得
：
無
し
。
後
漢
：
無
し
。

㊻

㊼

㊽

㊾
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〔
注
〕

⑳　

前
在
荊
州
時　

荊
州
刺
史
と
な
っ
た
の
は
普
通
七
年
（
五
二
七
）。『
梁

書
』
武
帝
紀
下
に
、「［
普
通
］
七
年
秋
九
月
己
酉
、
驃
騎
大
將
軍
・
開
府

儀
同
三
司
・
荊
州
刺
史
鄱
陽
王
恢
薨
。
冬
十
月
辛
未
、
以
丹
陽
尹
湘
東
王

繹0

爲
荊
州
刺
史

0

0

0

0

」。
ま
た
元
帝
紀
に
、「
普
通
七
年
、
出
爲
使
持
節
・
都
督

荊
湘
郢
益
寧
南
梁
六
州
諸
軍
事
・
西
中
郎
將
・
荊
州
刺
史

0

0

0

0

」。
荊
州
は
、

今
の
湖
北
省
。
以
後
、
大
同
六
年
（
五
四
〇
）
末
ま
で
こ
の
任
に
在
っ
た
。

の
ち
太
清
元
年
（
五
四
七
）
に
も
、
再
度
荊
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

「
前
」
と
断
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
意
識
し
た
も
の
。

㉑　

晉
安
王
子
時
鎮
雍
州　

晋
安
王
子
と
は
、
繹
の
兄
蕭
綱
（
五
〇
三
〜
五

五
一
）
で
、
後
の
簡
文
帝
。『
梁
書
』
四
簡
文
帝
紀
に
、「［
普
通
］
四
年
、

徙
爲
使
持
節
・
都
督
雍
梁
南
北
秦
四
州
郢
州
之
竟
陵
司
州
之
隨
郡
諸
軍

事
・
平
西
將
軍
・
寧
蠻
校
尉
・
雍
州
刺
史

0

0

0

0

」。
以
後
、
中
大
通
二
年
（
五

三
〇
）
初
ま
で
こ
の
任
に
在
っ
た
。
雍
州
は
今
の
湖
北
省
襄
樊
市
一
帯
。

㉒　

比
應
入
蜀　

注
⑳
に
引
い
た
『
梁
書
』
元
帝
紀
の
「
出
爲
使
持
節
、
都

督
荊
湘
郢
益
寧
南
梁
六
州
諸
軍
事
・
西
中
郎
將
・
荊
州
刺
史
」
に
よ
れ
ば
、

蕭
繹
の
管
轄
に
あ
っ
た
六
州
の
一
つ
に
「
益
州
」
が
あ
る
の
で
、
こ
の
時

期
に
つ
い
て
い
う
か
。「
應
」
は
校
箋
及
び
疏
證
校
注
に
朱
文
藻
附
訂
を

引
い
て
、「
應
疑
因
」
と
あ
る
。

㉓　

宗
孟
堅　

傳
未
詳
。
疏
證
校
注
に
、「
疑
出
荊
州
江
陵
宗
氏
。
湘
東
王

府
中
有
宗
夬
・
宗
懍
等
、
倶
世
居
荊
州
江
陵
、
爲
著
姓
」
と
あ
る
。

㉔　

鮑
中
記
泉　

鮑
泉
（
？
〜
五
五
一
）、
字
は
潤
岳
、
東
海
（
山
東
省
）

の
人
。『
梁
書
』
三
〇
本
傳
に
、「
父
機
、
湘
東
王
諮
議
參
軍
。
泉
博
渉
史

傳
、
兼
有
文
筆
。
少
事
元
帝
、
早
見
擢
任
。
及
元
帝
承
制
、
累
遷
至
信
州

刺
史
」。「
中
記
」
は
、
中
記
室
參
軍
で
、『
隋
書
』
百
官
志
上
に
よ
れ
ば
、

皇
弟
皇
子
府
に
置
か
れ
た
文
書
起
草
を
担
当
す
る
書
記
官
。
傳
に
そ
の
地

位
に
在
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
な
い
。
の
ち
侯
景
の
亂
の
渦
中
で
、
侯
に
殺

さ
れ
た
。『
南
史
』
六
二
に
も
傳
が
あ
る
。

㉕　

安
成
煬
王　

蕭
機
（
四
九
八
〜
五
二
八
）、
字
は
智
通
。
武
帝
の
弟
秀

の
子
。『
梁
書
』
二
二
本
傳
に
「［
普
通
］
三
年
、
遷
持
節
・
督
湘
衡
桂
三

州
諸
軍
事
・
寧
遠
將
軍
・
湘
州

0

0

刺
史
。
大
通
二
年

0

0

0

0

、
薨
于
州

0

0

0

、
時
年
三
十
。

機
美
姿
容
、
善
吐
納
。
家
旣
多
書
、
博
学
強
記
。
然
而
好
弄
尚
力
、
遠
士

子
、
近
小
人
。
爲
州
専
意
聚
斂
、
無
治
績
、
頻
被
案
劾
。
及
將
葬
、
有
司

請
諡
、
高
祖
詔
曰
、『
王
好
内
怠
政
、
可
諡
曰
煬0

』。
所
著
詩
賦
数
千
言
、

世
祖
集
而
序
之
」。『
南
史
』
五
二
に
も
傳
が
あ
る
。『
金
樓
子
』
著
書
篇

に
、「
安
成
煬
王
集
一
帙
四
巻
」
と
あ
る
の
は
、
蕭
繹
の
編
纂
に
な
る
も

の
。

㉖　

劉
大
南
郡
之
遴　

劉
之
遴
（
四
七
六
〜
五
四
八
）、
字
は
思
貞
、
南
陽

涅
陽
（
河
南
省
）
の
人
。
弟
の
之
亨
と
前
後
し
て
南
郡
太
守
と
な
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
、
兄
弟
を
区
別
し
て
、
兄
之
遴
を
「
大
南
郡
」、
弟
之
亨
を

「
小
南
郡
」
と
称
す
る
。
注
㉗
参
照
。『
梁
書
』
四
〇
本
傳
に
、「
之
遴
八

歳
能
屬
文
、
十
五
擧
茂
才
対
策
、
沈
約
・
任
昉
見
而
異
之
。（
中
略
）
之

遴
篤
学
明
審
、
博
覧
羣
籍
。
時
劉
顕
・
韋
稜
並
強
記
、
之
遴
毎
與
討
論
、

咸
不
能
過
也
」。
ま
た
「
之
遴
好
属
文
、
多
学
古
体
、
與
河
東
裴
子
野
・

沛
国
劉
顕
常
共
討
論
書
籍
、
因
為
交
好
」。
官
は
中
書
侍
郎
等
を
経
て
、

湘
東
王
長
史

0

0

0

0

0

・
南
郡
太
守
と
な
り
、
の
ち
さ
ら
に
太
府
卿
・
都
官
尚
書
・
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太
常
卿
に
至
っ
た
。
本
傳
に
ま
た
「
之
遴
好
古
愛
奇
、
在
荊
州
聚
古
器
数

十
種
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
器
物
や
古
書
の
収
集
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
。

典
籍
に
も
精
通
し
、
本
傳
に
よ
れ
ば
、
鄱
陽
王
蕭
範
が
東
宮
（
後
の
簡
文

帝
）
に
献
上
し
た
『
漢
書
』
の
「
眞
本
」
を
張
纘
等
と
共
に
調
査
し
、
異

状
十
事
を
報
告
し
た
。
ま
た
『
春
秋
』
學
に
長
じ
、『
春
秋
大
意
』
十
科
、

『
左
氏
』
十
科
、『
三
傳
同
異
』
十
科
、
合
わ
せ
て
三
十
事
を
ま
と
め
て
、

武
帝
に
奉
っ
た
。『
隋
書
』
經
籍
志
に
、「
梁
太
常
卿
劉
之
遴
前
集
十
一

巻
」、「
劉
之
遴
後
集
二
十
一
巻
」
が
著
錄
さ
れ
る
。『
南
史
』
五
〇
に
も

傳
が
あ
る
。

㉗　

小
南
郡
之
亨　

劉
之
亨
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
嘉
会
。
劉
之
遴
の
弟
。

『
梁
書
』
四
〇
本
傳
に
、「
少
有
令
名
。
擧
秀
才
、
拝
太
學
博
士
、
稍
遷

兼
中
書
通
事
舎
人
、
歩
兵
校
尉
、
司
農
卿
。
又
代
兄
之
遴
爲
安
西
湘
東
王

0

0

0

0

0

長
史

0

0

・
南
郡
太
守
。
在
郡
有
異
績
。
数
年
卒
於
官
、
時
年
五
十
。
荊
土
至

今
懷
之
、
不
忍
斥
其
名
、
號
爲
大
南

0

0

郡
・
小
南

0

0

郡
云
」。『
南
史
』
五
〇
に

も
傳
が
あ
る
。

㉘　

江
夏
樂
法
才　

樂
法
才
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
元
備
、
南
陽
淯
陽

（
河
南
省
）
の
人
。
官
は
太
舟
卿
か
ら
江
夏
太
守
に
至
っ
た
。
六
十
三
歳

で
没
し
た
。『
梁
書
』
一
九
・『
南
史
』
五
六
に
傳
が
あ
る
。

㉙　

別
駕
庾
喬　

庾
喬
（
生
卒
年
未
詳
）、
庾
蓽
の
子
。
蕭
繹
の
荊
州
刺
史

の
と
き
、
別
駕
と
な
っ
た
。『
南
史
』
四
九
庾
蓽
傳
に
、「
子
喬
復
仕
爲
荊0

州
別
駕

0

0

0

、
時
元
帝
爲
荊
州
刺
史

0

0

0

0

0

0

0

0

、
而
州
人
范
興
話
以
寒
賤
仕
叨
九
流
、
選

爲
州
主
簿
、
又
皇
太
子
令
及
之
、
故
元
帝
勒
喬
聽
興
話
到
職
。
及
屬
元
日
、

府
州
朝
賀
、
喬
不
肯
就
列
、
曰
『
庾
喬
忝
爲
端
右
、
不
能
與
小
人
范
興
話

雁
行
』。
元
帝
聞
、
乃
進
喬
而
停
興
話
。
興
話
羞
慚
還
家
憤
卒
」。
別
駕
は
、

別
駕
従
事
史
の
略
称
。
刺
史
を
補
佐
す
る
属
官
と
し
て
最
高
位
に
あ
っ
た
。

㉚　

宗
仲
囘　

傳
未
詳
。
注
㉓
宗
孟
堅
と
同
族
か
。

㉛　

主
簿
庾
格　

傳
未
詳
。
主
簿
は
、
文
書
を
掌
る
属
官
で
、
中
央
か
ら
地

方
に
至
る
全
て
の
官
庁
に
置
か
れ
た
。
こ
こ
で
は
荊
州
刺
史
蕭
繹
の
下
で

主
簿
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。

㉜　

僧
正
法
持
絓
經
書　

僧
正
法
持
は
、
傳
未
詳
。
法
持
は
法
名
。
絓
經
は
、

未
詳
。
疏
證
校
注
は
「
絓
經
書
」
を
「
特
有
的
経
書
」
と
訓
じ
、『
方
言
』

六
の
「
経
、
特
也
」
を
引
く
。
し
か
し
、
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、「
書
」
字

は
前
の
「
劉
大
南
郡
之
遴
」
以
下
の
諸
人
に
係
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
暫
く

こ
の
ま
ま
に
し
て
、
後
考
を
俟
つ
。

㉝　

招
提
琰
法
師　

招
提
寺
の
琰
法
師
の
意
。『
陳
書
』
二
四
及
び
『
南

史
』
三
四
周
弘
正
傳
に
、「
元
帝
嘗
著
『
金
樓
子
』
曰
」
と
し
て
、
次
の

一
文
を
引
く
。「
余
於
諸
僧
重
招
提
琰
法
師

0

0

0

0

0

、
隱
士
重
華
陽
陶
貞
白
、
士

大
夫
重
汝
南
周
弘
正
、
其
於
義
理
、
清
転
無
窮
、
亦
一
時
之
名
士
也
」。

『
廣
弘
明
集
』
一
六
及
び
二
八
上
の
梁
簡
文
帝
「
與
慧
琰
法
師
書
」
は
、

恐
ら
く
そ
の
人
に
与
え
た
書
。
同
二
一
の
梁
昭
明
太
子
「
解
二
諦
義
令

旨
」
及
び
「
解
法
身
義
令
旨
」
に
も
「
招
提
寺
慧
琰
」
の
名
が
見
え
る
。

『
法
苑
珠
林
』
七
八
占
相
篇
・
感
応
緣
に
、「
梁
州
招
提
寺
有
沙
門
名

琰
」
と
あ
り
、『
金
剛
般
若
経
』
を
受
持
し
た
。「
琰
師
於
後
學
問
優
長
、

善
弘
経
論
、
匡
究
仏
法
、
爲
大
德
住
持
。
年
逾
九
十
、
命
卒
於
寺
」。
ま

た
『
續
高
僧
傳
』
九
釋
智
脱
傳
に
、「
初
梁
代
琰
法
師
撰
『
成
論
玄
義
』

十
七
巻
、
文
詞
繁
富
、
難
於
尋
閲
、
學
者
相
傳
、
莫
敢
刪
正
」
と
あ
る
。
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琰
法
師
の
傳
は
未
詳
。「
聚
経
疏
」
及
び
「
聚
経
序
」
に
つ
い
て
も
定
か

で
な
い
。
招
提
寺
は
、
建
康
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

㉞　

頭
陀
寺
曇
智
法
師　

頭
陀
寺
の
曇
智
法
師
に
つ
い
て
は
、『
高
僧
傳
』

一
三
に
斉
東
安
寺
釋
曇
智
傳
が
あ
る
。「
釋
曇
智
、
姓
王
、
建
康
人
。
出

家
止
東
安
寺
。
性
風
流
、
善
擧
止
、
能
談
莊
老
。
経
論
書
史
、
多
所
綜
渉
。

旣
有
高
亮
之
聲
、
雅
好
転
讀
。
雖
依
擬
前
宗
、
而
獨
抜
新
異
。
高
調
清
徹
、

寫
送
有
餘
。
宋
孝
武
・
蕭
思
話
・
王
僧
虔
等
、
並
深
加
識
重
。
僧
虔
臨
湘

州
、
擕
與
同
行
。
蕭
守
呉
復
招
同
入
。
斉
永
明
五
年
、
卒
於
呉
國
、
年
七

十
九
」。

㉟　

陰
陽
・
卜
祝
・
冢
宅
等
書　
『
隋
書
』
經
籍
志
の
子
部
暦
数
類
・
五
行

類
に
属
す
る
書
を
指
す
。
暦
数
類
に
、
張
匪数
『
陰
陽
曆
術
』
一
巻
、
五
行

類
に
撰
者
未
詳
『
陰
陽
風
角
相
動
法
』
一
巻
、
撰
者
未
詳
『
陰
陽
遁
甲
』

十
四
巻
な
ど
が
あ
る
。
卜
祝
は
、
い
わ
ゆ
る
雜
占
の
書
で
、
や
は
り
五
行

類
に
属
す
る
。
冢
宅
は
、
相
冢
・
相
宅
の
書
で
、
五
行
類
に
、
撰
者
未
詳

の
『
宅
吉
凶
論
』
三
巻
、『
相
宅
圖
』
八
巻
、『
五
姓
墓
圖
』
一
巻
な
ど
が

あ
る
。

㊱　

朱
澹
遠　

傳
未
詳
。『
隋
書
』
經
籍
志
子
部
雜
家
類
に
、
朱
澹
遠
『
語

對
』
十
巻
、『
語
麗
』
十
巻
が
あ
る
。
ま
た
『
金
樓
子
』
著
書
篇
に
は
、

朱
澹
遠
の
『
語
對
』
三
秩
三
十
巻
が
錄
さ
れ
る
。
文
章
技
法
に
関
す
る
書

ら
し
い
。

㊲　

長
沙
寺　
『
芸
文
類
聚
』
七
六
内
典
上
に
、「
梁
元
帝
長
沙
寺
阿
育
王
像

碑
」
が
あ
る
。
注
㊳
に
見
る
よ
う
に
、
蕭
繹
は
長
沙
寺
の
釋
法
京
に
帰
依

し
て
い
た
。

㊳　

京
公　

釋
法
京
の
こ
と
。『
續
高
僧
傳
』
一
六
の
後
梁
荊
州
長
沙
寺
釋

法
京
傳
に
、
に
「
釋
法
京
、
姓
孫
、
太
原
人
、
寓
居
江
陵
」。
七
歳
で
出

家
し
、
長
沙
寺
の
僧
と
な
っ
て
、「
説
法
無
滯
」
と
称
え
ら
れ
た
。
傳
に

は
ま
た
い
う
。「
長
沙
大
寺
聖
像
所
居
、
天
下
稱
最
、
東
華
第
一
。
由
是

道
力
所
致
、
幽
明
被
之
。
後
梁
二
主
聞
便
敬
重
、
奉
爲
僧
正
綱
紀
遺
法
」。

後
梁
二
主
と
は
、
簡
文
帝
と
元
帝
を
い
う
。
七
十
六
歳
で
没
し
た
。

㊴　

江
州
江
革　

江
革
（
？
〜
五
三
五
）、
字
は
休
映
、
濟
陽
考
城
（
河
南

省
）
の
人
。『
梁
書
』
三
六
本
傳
に
よ
れ
ば
、
少
時
か
ら
文
才
を
著
わ
し

て
、
王
融
や
謝
朓
に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
斉
の
竟
陵
王
蕭
子
良
に
招
か
れ
て
西

邸
學
士
と
な
っ
た
。
の
ち
に
沈
約
・
任
昉
と
も
親
交
を
結
ん
だ
。
官
は
梁

に
入
っ
て
中
書
舎
人
、
尚
書
左
丞
、
司
農
卿
を
経
て
、
晋
安
王
長
史
、
尋

陽
太
守
、
行
江
州
府
事
を
勤
め
、
さ
ら
に
度
支
尚
書
、
光
祿
大
夫
と
な
っ

た
。『
南
史
』
六
〇
に
も
傳
が
あ
る
。

㊵　

前
漢
書　

各
本
と
も
「
前
後
書
」
と
あ
る
が
、「
後
」
は
「
漢
」
の
誤

り
で
あ
ろ
う
。『
金
樓
子
』
著
書
篇
に
は
、
蕭
繹
自
身
の
著
作
と
し
て
、

「
注
前
漢
書
十
二
帙
、
一
百
一
十
五
巻
」
が
あ
る
。『
梁
書
』
元
帝
紀
・

『
南
史
』
梁
本
紀
下
で
は
、「
注
漢
書
一
百
十
五
巻
」。
ま
た
『
隋
書
』
經

籍
志
の
史
部
正
史
類
『
漢
疏
』
四
巻
の
原
注
（
阮
孝
緒
『
七
錄
』
に
よ

る
）
に
、「
梁
元
帝
注
漢
書
一
百
一
十
五
巻
」
と
あ
る
の
も
同
じ
書
。

㊶　

姚
凱　

傳
未
詳
。
許
校
箋
は
『
詩
書
要
録
』
四
の
『
唐
張
懐
瓘
二
王
等

書
錄
』
に
、「
梁
元
帝
尤
好
圖
書
、
捜
訪
天
下
、
大
有
所
獲
。
以
舊
装
堅

強
、
字
有
損
壞
、
天
監
中
、
勑
朱
异
・
徐
僧
権
・
唐
懷
允
・
姚
懷
珍
・
沈

熾
文
等
析
而
装
之
、
更
加
題
検
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
姚
懷
珍
の
こ
と
か
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金
樓
子
訳
注
（
八
）（
興
膳
）

と
い
う
。

㊷　

江
禄　

各
本
と
も
「
江
錄
」
に
作
る
が
、
許
校
箋
が
『
南
史
』
に
拠
っ

て
「
錄
」
を
「
祿
」
に
改
め
る
べ
き
だ
と
す
る
の
に
従
う
。
江
祿
、
字
は

彦
遐
、
濟
陽
考
城
（
山
東
省
）
の
人
。『
南
史
』
三
六
本
傳
に
、「
幼
篤
学

有
文
章
、
工
書
善
琴
、
形
貌
短
小
、
神
明
俊
發
。
位
太
子
洗
馬
、
湘
東
王

0

0

0

録
事
參
軍
、
以
氣
陵
府
王
、
王
深
憾
焉
。
盧
陵
王
威
續
代
為
荊
州
、
留
爲

驃
騎
諮
議
參
軍
。
獻
書
告
別
、
王
答
書
乃
致
恨
」。
の
ち
唐
侯
相
と
な
っ

た
。『
顔
氏
家
訓
』
治
家
篇
に
「
濟
陽
江
祿

0

0

讀
書
未
竟
、
云
云
」
と
あ
る

の
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

㊸　

合
二
十
帙
一
百
一
十
五
巻　

疏
證
校
注
に
、「
此
前
後
相
加
僅
得
十
二

帙
、
非
二
十
帙
。
故
疑
「
二
十
」
爲
「
十
二
」
之
倒
誤
」。
注
㊵
に
挙
げ

た
著
書
篇
の
蕭
繹
に
よ
る
『
注
全
漢
書
』
十
二
帙
、
一
百
一
十
五
巻
が
そ

れ
か
。

㊹　

元
嘉
後
漢　

宋
の
范
曄
（
三
九
八
〜
四
四
五
）
撰
『
後
漢
書
』
百
二
十

五
巻
を
い
う
。『
宋
書
』
六
九
本
傳
に
、「
刪
衆
家
後
漢
書
爲
一
家
之
作
」

と
あ
る
。『
南
史
』
三
三
も
同
じ
。
現
行
『
後
漢
書
』
の
う
ち
、
志
三
十

巻
を
除
く
本
紀
・
列
伝
九
十
巻
が
范
曄
の
著
。

㊺　

續
漢　

晋
の
司
馬
彪
（
？
〜
三
〇
六
？
）
撰
『
續
漢
書
』
八
十
三
巻
を

い
う
。
現
行
『
後
漢
書
』
の
う
ち
、
志
三
十
巻
は
本
来
『
續
漢
書
』
の
も

の
。

㊻　

孔
昂　

傳
未
詳
。『
梁
書
』『
南
史
』
等
に
そ
の
名
は
見
え
な
い
。

㊼　

晉
陽
秋　

晋
の
孫
盛
（
生
卒
年
未
詳
）
撰
。『
隋
書
』
經
籍
志
の
史
部

古
史
類
に
三
十
二
巻
と
し
て
著
錄
さ
れ
、「
訖
哀
帝
」
と
あ
る
の
は
、
晋

南
遷
以
前
の
編
年
史
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。『
晋
書
』
八
二
孫
盛
傳

に
、「
晋
陽
秋
、
詞
直
而
理
正
、
咸
稱
良
史
」。

㊽　

肘
後
方　

晋
の
葛
洪
（
二
八
三
？
〜
三
八
三
？
）
撰
。『
隋
書
』
經
籍

志
子
部
医
方
類
に
六
巻
と
し
て
著
錄
さ
れ
る
。
肘
後
備
急
方
、
肘
後
卒
急

（
急
卒
）
方
、
百
一
方
と
も
称
さ
れ
、
救
急
用
医
療
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
意

味
す
る
。

㊾　

巾
箱　

布
張
り
の
箱
。『
南
史
』
四
一
斉
王
室
・
蕭
鈞
傳
に
、「
鈞
常
手

自
細
書
寫
五
經
、
部
爲
一
巻
、
置
於
巾
箱

0

0

中
、
以
備
遺
亡
。
侍
讀
賀
玠
問

曰
、『
殿
下
家
自
有
墳
索
、
復
何
須
蠅
頭
細
書
、
別
藏
巾
箱

0

0

中
』。
答
曰
、

『
巾
箱

0

0

中
有
五
經
、
於
検
閲
既
易
、
且
一
更
手
寫
、
則
永
不
忘
』。
諸
王

聞
而
爭
効
爲
巾
箱

0

0

五
經
。
巾
箱

0

0

五
經
自
此
始
也
」。
巾
箱
本
は
一
般
に
小

箱
に
収
ま
る
小
型
本
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
細
字
で
書
写
し
た

小
型
本
で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

還
石
城
、
爲
戍
軍
時
、
寫
得
元
儒
衆
家
義
疏
。
爲
江
州
時
、
又
寫

蕭
諮
議
賁
・
劉
中
記＊
緩
・
周
録
事
弘
直＊
等
書
。
時
羅
郷
侯
蕭
説
於
安

成
失
守
、
又
遣
王
諮
議
僧
辯
取
得
説
書
。
又
値
呉
平
光
侯
廣
州
下
、

遣
何
集
曹
沔
寫
得
書
。
又
値
衡
山
侯
雍
州
下
、
又
寫
得
書
。
又
蘭
左

衞
欽
從
南
鄭
還
、
又
寫
得
蘭
書
。
往
往
未
渡
江
時
書
、
或
是
此
閒
製

作
、
甚
新
奇
。

㊿

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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石
城
（
建
康
）
に
帰
還
し
て
、
石
頭
戍
軍
事
と
な
っ
た
と
き
に
は
、

玄
學
・
儒
學
諸
家
の
義
疏
を
抄
写
し
た
。
江
州
刺
史
と
な
っ
た
と
き

に
は
、
ま
た
諮
議
參
軍
蕭
賁
・
中
記
室
參
軍
劉
緩
・
録
事
參
軍
周
弘

直
等
の
書
を
抄
写
し
た
。
そ
の
こ
ろ
羅
郷
侯
蕭
説
が
安
成
の
防
衛
に

失
敗
す
る
と
、
ま
た
諮
議
參
軍
王
僧
辯
を
派
遣
し
て
説
の
蔵
書
を
取

得
し
た
。
ま
た
呉
平
の
光
侯
（
蕭
勵
）
が
広
州
に
下
っ
た
際
に
は
、

集
曹
參
軍
何
沔
を
派
遣
し
て
書
を
抄
写
さ
せ
た
。
ま
た
衡
山
侯
（
蕭

恭
）
が
雍
州
に
下
っ
た
際
に
は
、
ま
た
そ
の
蔵
書
を
抄
写
し
た
。
ま

た
左
衛
将
軍
蘭
欽
が
南
鄭
か
ら
都
に
帰
還
す
る
と
、
ま
た
蘭
の
蔵
書

を
抄
写
し
た
。
そ
れ
ら
は
往
往
に
し
て
東
晋
以
前
の
も
の
も
あ
れ
ば
、

或
い
は
晋
の
東
遷
以
降
の
製
作
に
な
る
も
の
も
あ
っ
て
、
は
な
は
だ

新
奇
で
あ
っ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
中
記
：
筆
記
小
説
大
観
本
を
除
き
、
各
本
と
も
中
紀
。『
梁
書
』
文
學
傳

上
に
よ
り
改
め
る
。
＊
弘
直
：
各
本
と
も
宏
直
。
宏
と
弘
は
相
い
通
ず
る
が
、

『
陳
書
』『
南
史
』
に
よ
り
改
め
る
。

〔
注
〕

㊿　

還
石
城
二
句　

石
城
は
、
石
頭
城
の
略
称
で
、
建
康
を
い
う
。『
梁

書
』
武
帝
紀
下
に
、「［
大
同
五
年
］
秋
七
月
己
卯
、
以
驃
騎
將
軍
・
開
府

儀
同
三
司
盧
陵
王
續
爲
荊
州
刺
史
、
湘
東
王
繹

0

0

0

0

爲
護
軍
將
軍
、
安
右
將

軍
」。
同
元
帝
紀
に
、「［
大
同
］
五
年
、
入
爲
安
右
將
軍
・
護
軍
將
軍
、

領
石
頭

0

0

0

戍
軍
事
」。

�　

元
儒
衆
家
義
疏　
「
元
」
は
「
玄
」
の
意
。
清
の
世
祖
の
諱
玄
燁
を
避

け
た
も
の
か
。「
玄
儒
」
の
義
疏
と
し
て
『
金
樓
子
』
著
書
篇
に
録
さ
れ

る
書
に
は
、『
周
易
義
疏
』
三
帙
四
十
巻
、『
老
子
義
疏
』（
諸
本
と
も

「
老
」
を
「
孝
」
に
作
る
の
は
誤
り
）
一
帙
十
巻
が
あ
る
。『
梁
書
』
元

帝
紀
・『
南
史
』
梁
本
紀
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
周
易
講
疏
』
十
巻
、『
老

子
講
疏
』
四
巻
に
作
る
。

�　

爲
江
州
時　
『
梁
書
』
武
帝
紀
下
に
、「［
大
同
六
年
］
十
二
月
壬
子
、

江
州
刺
史
豫
章
王
歓
薨
。
以
護
軍
將
軍
湘
東
王
繹

0

0

0

0

爲
鎭
南
將
軍
・
江
州
刺

0

0

0

史0

」。
同
元
帝
紀
に
、「［
大
同
］
六
年
、
出
爲
使
持
節
・
都
督
江
州

0

0

諸
軍

事
・
鎭
南
將
軍
・
江
州

0

0

刺
史
」。『
金
樓
子
』
著
書
篇
に
、『
江
州
記
』
一

帙
三
巻
と
あ
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
作
か
。

�　

蕭
諮
議
賁　

蕭
賁
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
文
奐
。
南
斉
竟
陵
王
子
良

の
孫
。『
南
史
』
四
四
の
本
傳
に
、「
形
不
滿
六
尺
、
神
識
耿
介
。
幼
好
学
、

有
文
才
、
能
書
善
畫
、
於
扇
上
圖
山
水
、
咫
尺
之
内
、
便
覺
萬
里
爲
遙
。

矜
慎
不
傳
、
自
娯
而
已
。
好
著
述
、
嘗
著
『
西
京
雑
記
』
六
十
巻
。
起
家

湘
東
王
法
曹
參
軍
、
得
一
府
歓
心
」。
の
ち
蕭
繹
の
不
興
を
買
っ
て
獄
に

付
さ
れ
、
餓
死
し
た
。
諮
議
は
、
諮
議
參
軍
の
こ
と
。『
南
史
』
に
は
諮
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金
樓
子
訳
注
（
八
）（
興
膳
）

議
參
軍
の
任
に
在
っ
た
こ
と
を
記
さ
な
い
。『
隋
書
』
經
籍
志
の
子
部
小

説
家
類
に
、
著
書
と
し
て
『
辯
林
』
二
十
巻
が
著
錄
さ
れ
る
。

�　

劉
中
記
緩　

劉
昭
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
含
度
、
平
原
高
唐
（
河
北

省
）
の
人
。
中
記
は
、
中
記
室
參
軍
。『
梁
書
』
四
九
文
學
傳
上
の
父
劉

昭
傳
に
附
傳
が
あ
り
、「
少
知
名
。
歷
官
安
西
湘
東
王
記
室

0

0

0

0

0

、
時
西
府
盛

集
文
學
、
緩
居
其
首
。
除
通
直
郎
、
俄
遷
鎭
南
湘
東
王
中
録
事
、
復
隨
府

江
州
、
卒
」。『
南
史
』
七
二
に
も
傳
が
あ
る
。『
顔
氏
家
訓
』
風
操
篇
に
、

「
劉
縚
・
緩
・
綏
兄
弟
、
並
為
名
器
」。

�　

周
録
事
弘
直　

周
弘
直
（
四
九
九
〜
五
七
五
）、
字
は
思
方
、
汝
南
安

成
（
河
南
省
）
の
人
。
錄
事
は
、
錄
事
參
軍
。『
陳
書
』
二
四
本
傳
に
、

「
解
褐
梁
太
學
博
士
、
稍
遷
西
中
郎
湘
東
王
外
兵
記
室
參
軍
、
與
東
海
鮑

泉
・
南
陽
宗
懍
・
平
原
劉
緩
・
沛
郡
劉
殻
同
掌
書
記
。
入
爲
尚
書
議
曹
郎
。

湘
東
王
出
鎮
江
・
荊
二
州
、
累
除
錄
事
諮
議
參
軍

0

0

0

0

0

0

、
帶
柴
桑
・
當
陽
二
縣

令
。
及
梁
元
帝
承
制
、
授
假
節
・
英
果
將
軍
・
世
子
長
史
」。
陳
に
入
っ

て
、
官
は
太
常
卿
・
光
祿
大
夫
に
至
っ
た
。『
南
史
』
三
四
に
も
傳
が
あ

る
。
弘
直
の
兄
弘
正
も
蕭
繹
に
才
を
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
注
㉝
に
引

い
た
よ
う
に
、『
陳
書
』『
南
史
』
の
本
伝
が
『
金
樓
子
』
に
曰
く
と
し
て
、

琰
法
師
・
陶
弘
景
と
共
に
「
一
時
之
名
士
」
と
称
賛
す
る
通
り
で
あ
る
。

�　

時
羅
郷
侯
蕭
説
於
安
成
失
守　

蕭
説
は
、
傳
未
詳
。
蘭
陵
蕭
氏
の
一
族
。

『
梁
書
』
武
帝
紀
下
に
、「［
大
同
］
八
年
春
正
月
、
安
成

0

0

郡
民
劉
敬
躬
挾

左
道
以
反
、
内
史
蕭
説

0

0

委
郡
東
奔
、
敬
躬
據
郡
、
侵
攻
盧
陵
、
取
豫
章
、

妖
黨
遂
至
數
萬
、
前
逼
新
淦
・
柴
桑
。
二
月
戊
戌
、
江
州
刺
史
湘
東
王
繹

0

0

0

0

遣
中
兵
曹
子
郢
討
之
。
三
月
戊
辰
、
大
破
之
、
擒
敬
躬
、
送
京
師
、
斬
于

建
康
市
」。『
梁
書
』
張
綰
傳
で
は
、「
説
」
を
「
侻
」
に
作
る
。

�　

王
諮
議
僧
辯　

王
僧
辯
（
？
〜
五
五
五
）、
字
は
君
才
、
太
原
祁
縣

（
山
西
省
）
の
人
。
諮
議
は
、
諮
議
參
軍
。
年
少
の
こ
ろ
か
ら
長
く
蕭
繹

に
仕
え
た
。『
梁
書
』
四
五
本
傳
に
、「
起
家
爲
湘
東
王

0

0

0

國
左
常
侍
。
王
爲

丹
陽
尹
、
轉
府
行
參
軍
。
王
出
守
会
稽
、
兼
中
兵
參
軍
事
。
王
爲
荊
州
、

仍
除
中
兵
、
在
限
内
。
時
武
寧
郡
反
、
王
命
僧
辯
討
平
之
。
遷
貞
威
將

軍
・
武
寧
太
守
。
尋
遷
振
遠
將
軍
・
廣
平
太
守
、
秩
滿
、
還
爲
王
府
中
錄

事
、
參
軍
如
故
。
王
被
徴
爲
護
軍
、
僧
辯
兼
府
司
馬
。
王
爲
江
州
、
仍
除

雲
騎
將
軍
司
馬
、
守
湓
城
。
俄
監
安
陸
郡
、
無
幾
而
還
。
尋
爲
新
蔡
太
守
、

猶
帶
司
馬
、
將
軍
如
故
。
王
除
荊
州
、
爲
貞
毅
將
軍
府
諮
議
參
軍
事

0

0

0

0

0

、
賜

食
千
人
、
代
柳
仲
禮
爲
竟
陵
太
守
、
改
號
雄
信
將
軍
」。
の
ち
侯
景
の
亂

の
平
定
に
貢
献
し
、
蕭
繹
が
帝
位
に
即
い
て
か
ら
は
そ
の
片
腕
と
し
て
勢

威
を
振
る
っ
た
が
、
元
帝
の
死
後
、
陳
覇
先
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。『
南
史
』

六
三
に
も
傳
が
あ
る
。

�　

呉
平
光
侯
廣
州　

呉
平
侯
蕭
勵
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
文
約
、
梁
武

帝
の
從
父
弟
で
あ
る
蕭
景
の
嗣
子
。
父
の
後
を
継
い
で
呉
平
侯
に
封
ぜ
ら

れ
た
。
淮
南
太
守
か
ら
、
宣
城
内
史
、
豫
章
内
史
に
遷
り
、
さ
ら
に
廣
州

刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
の
ち
太
子
左
衛
率
に
徴
さ
れ
た
が
、
道
中
で
没
し
、

侍
中
を
追
贈
さ
れ
た
。
諡
は
光
侯
。『
南
史
』
五
一
梁
宗
室
上
に
傳
が
あ

る
。
蔵
書
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
傳
の
次
の
よ
う
な
記
述
に
よ
っ
て
も

知
ら
れ
る
。「
勵
性
率
儉
、
而
器
度
寛
裕
、
左
右
嘗
將
羮
胸
前
翻
之
、
顔

色
不
異
、
徐
呼
更
衣
。
聚
書
至
三
萬
巻
、
披
翫
不
倦
、
尤
好
『
東
觀
漢

記
』、
略
皆
誦
憶
。
劉
顯
執
巻
策
勵
、
酬
應
如
流
、
乃
至
巻
次
行
數
亦
不
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差
失
。
少
交
結
、
唯
與
河
東
裴
子
野
・
范
陽
張
纘
善
」。

�　

何
集
曹
沔　

集
曹
参
軍
の
何
沔
（
傳
未
詳
）。
集
曹
は
部
局
の
一
つ
。

�　

衡
山
侯
雍
州
下　

衡
山
縣
侯
蕭
恭
（
四
九
五
〜
五
四
八
）、
字
は
敬
範
、

梁
武
帝
の
異
母
弟
で
あ
る
南
平
元
襄
王
蕭
偉
の
次
子
。
衡
山
縣
侯
に
封
ぜ

ら
れ
た
。『
梁
書
』
二
二
太
祖
五
王
傳
に
傳
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

衡
州
刺
史
か
ら
湘
州
刺
史
と
な
り
、
さ
ら
に
雍
州
刺
史
と
な
っ
た
。
侯
景

の
亂
の
渦
中
、
建
康
で
没
し
た
。
元
帝
に
よ
っ
て
侍
中
・
左
衛
將
軍
を
追

贈
さ
れ
、
諡
を
僖
と
い
う
。『
南
史
』
五
二
に
も
傳
が
あ
る
。

�　

蘭
左
衞
欽
從
南
鄭
還　

蘭
欽
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
休
明
、
中
昌
魏

（
湖
北
省
）
の
人
。
父
子
雲
の
後
を
継
ぎ
、
軍
功
を
以
て
称
せ
ら
れ
た
。

『
梁
書
』
三
二
本
傳
に
、「
又
假
欽
節
、
都
督
衡
州
三
郡
兵
、
討
桂
陽
・

陽
山
・
始
興
叛
蠻
、
至
卽
平
破
之
。
封
安
懷
縣
男
、
邑
五
百
戸
。（
中

略
）
又
密
敕
欽
向
魏
興
、
經
南
鄭

0

0

、
屬
魏
將
托
跋
勝
寇
襄
陽
、
仍
敕
赴
援
、

除
持
節
・
督
南
梁
南
北
秦
沙
四
州
諸
軍
事
・
光
烈
將
軍
・
平
西
校
尉
・
梁

南
秦
二
州
刺
史
、
増
封
五
百
戸
、
進
爵
爲
侯
」。
の
ち
さ
ら
に
衡
州
刺
史
、

廣
州
刺
史
と
な
り
、
四
十
二
歳
で
卒
し
た
。
侍
中
・
中
衛
將
軍
を
追
贈
さ

れ
た
。『
南
史
』
六
一
に
も
傳
が
あ
る
。

�　

未
渡
江
時　

晋
の
東
遷
以
前
、
西
晋
末
ま
で
の
時
期
を
い
う
。

�　

此
閒　

文
字
通
り
に
は
、「
こ
こ
」
の
意
。
晋
の
こ
ろ
か
ら
よ
く
用
い

ら
れ
る
。
陸
雲
「
與
兄
平
原
書
」
に
、「
此
閒

0

0

人
呼
作
者
皆
休
、
故
不
得

有
所
送
、
不
審
此
何
成
」。
ま
た
、「
此
閒

0

0

復
失
之
、
恨
不
得
與
周
旋
」。

本
文
の
場
合
は
、
晋
の
東
遷
以
降
の
時
期
を
い
う
。

　

張
湘
州
纘
經
餉
書
、
如
樊
光
注
爾
雅
之
例
是
也
。
張
豫
章
綰
經
餉

書
、
如
高
僧
傳
之
例
是
也
。
范
鄱
陽
胥
經
餉
書
、
如
高
誘＊
注
戰
國
策

之
例
是
也
。
隠
士
王
縝＊
之
經
餉
書
、
如
童
子
傳
之
例
是
也
。
又
就
東

林
寺
智
表
法
師
寫
得
書
。

　

湘
州
刺
史
張
纘
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
書
に
は
、
樊
光
注
『
爾
雅
』
の

よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
豫
州
刺
史
張
綰
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
書
に
は
、

『
高
僧
傳
』
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
鄱
陽
内
史
范
胥
か
ら
寄
贈

さ
れ
た
書
に
は
、
高
誘
注
『
戦
国
策
』
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

隠
士
王
縝
之
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
書
に
は
、『
童
子
傳
』
の
よ
う
な
も

の
が
あ
っ
た
。
ま
た
東
林
寺
の
智
表
法
師
の
も
と
で
書
を
抄
写
し
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
高
誘
：
底
本
校
記
に
い
う
。「
按
誘
原
本
作
道
、
謹
校
改
」。
＊
王
縝
之
：

底
本
校
記
に
、「
按
隋
書
經
籍
志
作
瑱
」。

〔
注
〕

�　

張
湘
州
纘
經
餉
書　

張
纘
（
四
九
八
〜
五
四
九
）、
字
は
伯
緒
、
范
陽

方
城
（
河
北
省
）
の
人
。『
梁
書
』
三
四
本
傳
に
、「［
大
同
］
九
年
、
遷

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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宣
恵
將
軍
・
丹
陽
尹
、
未
拝
、
改
爲
使
持
節
・
都
督
湘
桂
東
寧
三
州
諸
軍

事
・
湘
州
刺
史

0

0

0

0

」。
の
ち
蕭
繹
と
敵
対
し
た
昭
明
太
子
蕭
統
の
子
詧
に
殺

さ
れ
た
。
蕭
繹
の
即
位
後
、
侍
中
・
中
衛
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
を
追
贈

さ
れ
た
。
諡
は
簡
憲
公
。
典
籍
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
、
本
傳
に
以
下
の

よ
う
に
見
え
る
。「
纘
好
學
、
兄
緬
有
書
萬
餘
巻
、
晝
夜
披
讀
、
殆
不
輟

手
。
秘
書
郎
有
四
員
、
宋
斉
以
来
、
爲
甲
族
起
家
之
選
、
待
次
入
補
、
其

居
職
、
例
數
十
百
日
便
遷
任
。
纘
固
求
不
徙
、
欲
遍
觀
閣
内
圖
籍
。
嘗
執

四
部
書
目
、
曰
、
若
讀
此
畢
、
乃
可
言
優
仕
矣
」。『
南
史
』
五
六
に
も
傳

が
あ
る
。「
經
」
は
、「
曾
經
」
の
意
。

�　

樊
光
注
爾
雅　
『
隋
書
』
經
籍
志
經
部
論
語
類
に
、「
爾
雅
三
巻
、
漢
中

散
太
府
樊
光

0

0

注
」
と
あ
る
。『
経
典
釈
文
』
序
錄
に
は
、「
樊
光

0

0

注
六
巻
」

と
あ
る
。
樊
光
（
生
卒
年
未
詳
）
は
、
京
兆
（
陝
西
省
）
の
人
。
後
漢
の

中
散
大
夫
と
な
っ
た
。

�　

張
豫
章
綰　

張
綰
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
孝
卿
、
張
纘
の
第
四
弟
。

『
梁
書
』
三
四
本
傳
に
よ
れ
ば
、
大
同
年
間
に
豫
章
内
史
と
な
り
、
太
清

三
年
（
五
四
九
）
に
吏
部
尚
書
と
な
っ
た
が
、
侯
景
の
亂
で
建
康
が
陥
落

す
る
と
、
江
陵
に
出
奔
し
、
元
帝
の
下
で
侍
中
・
左
衛
將
軍
・
相
国
長
史
、

さ
ら
に
尚
書
右
僕
射
と
な
っ
た
。
西
魏
に
よ
っ
て
江
陵
政
権
が
崩
壊
す
る

と
、
多
く
の
朝
臣
が
北
に
連
れ
去
ら
れ
た
中
で
、
病
を
口
実
に
そ
れ
を
免

れ
、
江
陵
に
卒
し
た
。
篤
学
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
傳
に
「
綰
在
郡

（
豫
章
）、
述
制
旨
禮
記
正
言
義
、
四
姓
表
冠
士
子
聽
者
常
數
百
人
」、
ま

た
の
ち
御
史
中
丞
在
任
中
の
こ
と
と
し
て
、「
是
時
城
西
開
士
林
館
聚
學

者
、
綰
與
右
衛
朱
异
・
太
府
卿
賀
琛
遞
述
制
旨
禮
記
中
庸
義
」
な
ど
と
あ

る
。
父
緬
は
蔵
書
家
と
し
て
知
ら
れ
、『
梁
書
』
三
四
本
傳
に
、「
緬
性
愛

墳
籍
、
聚
書
至
萬
餘
巻
」
と
あ
る
。『
南
史
』
五
六
に
も
傳
が
あ
る
。

�　

高
僧
傳　

慧
皎
『
高
僧
傳
』
十
四
巻
か
。『
隋
書
』
經
籍
志
史
部
雜
傳

類
に
著
錄
さ
れ
る
。
慧
皎
（
四
九
七
〜
五
五
四
）
は
、
梁
の
学
僧
。『
高

僧
傳
』
は
、
天
監
十
八
年
（
五
一
九
）
に
成
っ
た
。
同
書
に
は
ま
た
虞
孝

敬
『
高
僧
傳
』
六
巻
（
佚
書
）
も
録
さ
れ
る
。
虞
孝
敬
は
梁
湘
東
王
記
室

と
な
り
、
梁
の
滅
亡
後
、
出
家
し
て
惠
命
（
一
説
に
道
命
）
と
名
の
っ

た
。

�　

范
鄱
陽
胥　

范
胥
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
長
才
、
南
郷
舞
陰
（
河

南
省
）
の
人
。『
神
滅
論
』
で
知
ら
れ
る
范
縝
の
子
。『
梁
書
』
四
八
儒

林
傳
の
范
縝
傳
に
附
傳
が
あ
る
。「
傳
父
學
、
起
家
太
學
博
士
。
胥
有
口

辯
、
大
同
中
、
常
兼
主
客
郎
、
對
接
北
使
。
遷
平
西
湘
東
王

0

0

0

諮
議
參
軍
、

侍
宣
城
王
讀
。
出
爲
鄱
陽
内
史

0

0

0

0

、
卒
於
郡
」。『
南
史
』
五
七
に
も
傳
が
あ

る
。

�　

高
誘
注
戰
國
策　
『
隋
書
』
經
籍
志
史
部
雜
史
類
に
、「
戦
国
策
二
十
一

巻
、
高
誘
撰
注
」
と
あ
る
。
高
誘
は
後
漢
末
の
人
。
司
空
掾
と
な
り
、
の

ち
河
東
監
に
至
っ
た
。

�　

隠
士
王
縝
之　

王
縝
之
は
傳
未
詳
。「
縝
」
は
一
に
「
瑱
」
に
も
作
る
。

『
童
子
傳
』
の
撰
者
。
注
�
参
照
。

�　

童
子
傳　
『
隋
書
』
經
籍
志
史
部
雜
傳
類
に
、「
童
子
傳
二
巻
、
王
瑱0

之

撰
」。

�　

東
林
寺
智
表
法
師　

東
林
寺
は
、
江
西
省
廬
山
の
ふ
も
と
に
現
在
な
お

あ
る
寺
で
、
東
晋
の
高
僧
慧
遠
の
創
建
に
な
る
。
智
表
法
師
は
、『
廣
弘
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明
集
』
二
十
八
、
梁
の
邵
陵
王
蕭
綸
の
「
設
無
礙
福
會
教
」
に
、「
廬
山

東
林
寺

0

0

0

禅
房
智
表
法
師

0

0

0

0

、
德
稱
僧
傑
、
實
號
人
龍
。
懷
道
守
素
、
多
歷
年

所
。
不
爲
事
屈
、
不
爲
時
伸
。
上
下
無
常
、
一
相
無
相
。
遂
能
捨
彼
耆
闍
、

來
遊
垢
濁
。
興
言
一
面
、
定
交
杵
臼
」。

　

法
書
、
初＊
得＊
韋
護
軍
叡
餉
數
巻
。
次
又
殷
貞
子
鈞
餉
。
爾
後
又
遣

范
普
市
得
法
書
、
又
使
潘
菩
提
市
得
法
書
、
竝
是
二
王
書
也
。
郡
五

官
虞

大
有
古
迹
、
可
五
百
許
巻
、
併＊
留
之
。
伏
事
客
房
篆
又
有
三

百
許
巻
、
併
留
之
、
因
爾
遂
蓄
諸
迹
。
又
就
會
稽
宏
普
惠
皎
道
人
捜

聚
之
。
及
臨
汝
靈
侯
益
州
還
、
遂
巨
有
所
辦
。
後
又
有
樂
彦
春
・
劉

之
遴
等
書
、
將
五
千
巻
。
又
得
南
平
嗣
王
書
。
又
得
張
雍
州
書
。
又

得
桂
陽
藩
王
書
。
又
得
留
之
遠
書
。

　

法
書
（
法
帖
）
は
、
最
初
に
護
軍
将
軍
韋
衛
か
ら
贈
ら
れ
た
數
巻

を
、
次
い
で
貞
子
殷
鈞
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
を
入
手
し
た
。
そ
の
後

ま
た
范
普
を
派
遣
し
て
法
書
を
購
い
、
ま
た
潘
菩
提
に
法
書
を
購
わ

せ
た
が
、
い
ず
れ
も
二
王
（
王
羲
之
・
王
献
之
）
の
書
で
あ
る
。
郡
の

五
官
掾
虞

は
古
い
書
跡
を
多
く
所
蔵
し
て
い
て
、
五
百
巻
余
り
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
全
て
手
許
に
置
い
た
。
伏
事
客
の
房
篆
は
ま

た
三
百
巻
余
り
の
法
書
を
所
蔵
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
を
全
て
手
許

に
置
き
、
か
く
し
て
い
ろ
い
ろ
の
書
跡
が
集
ま
っ
た
。
ま
た
会
稽
の

宏
普
寺
恵
皎
道
人
の
も
と
で
法
書
を
収
集
し
た
。
臨
汝
靈
侯
（
蕭
淵

猷
）
が
益
州
（
成
都
）
か
ら
帰
還
す
る
と
、
大
い
に
得
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
後
に
ま
た
樂
彦
春
・
劉
之
遴
等
の
書
を
収
得
し
て
、
ほ
ぼ

五
千
巻
に
及
ん
だ
。
ま
た
南
平
嗣
王
（
蕭
恪
）
の
書
を
入
手
し
た
。

ま
た
雍
州
刺
史
張
［
敬
兒
］
の
書
を
入
手
し
た
。
ま
た
桂
陽
王
（
蕭

慥
？
）
の
書
を
入
手
し
た
。
ま
た
留
之
遠
の
書
を
入
手
し
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
初
：
抄
本
・
四
庫
本
は
「
初
」
の
上
に
「
如
」
字
が
あ
る
。
＊
得
：
四
庫

本
に
こ
の
字
な
し
。
＊
併
：
抄
本
→
并
。

〔
注
〕

�　

法
書　

書
跡
の
楷
模
と
す
べ
き
も
の
。『
顔
氏
家
訓
』
雜
藝
篇
に
、「
吾

幼
承
門
業
、
加
性
愛
重
、
所
見
法
書

0

0

亦
多
、
而
翫
習
功
夫
頗
至
、
遂
不
能

佳
者
、
良
由
無
分
故
也
」。
唐
の
張
彦
遠
に
『
法
書
要
録
』
十
巻
が
あ
る
。

�　

韋
護
軍
叡　

韋
叡
（
四
四
二
〜
五
二
〇
）、
字
は
懷
文
、
京
兆
杜
陵

（
陝
西
省
）
の
人
。『
梁
書
』
一
二
本
傳
に
、「［
天
監
］
十
七
年
、
徴
散

騎
常
侍
・
護
軍
將
軍

0

0

0

0

、
尋
給
鼓
吹
一
部
、
入
直
殿
省
」。
没
後
に
侍
中
・

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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車
騎
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
を
追
贈
さ
れ
た
。
諡
は
厳
。『
南
史
』
五
八

に
も
傳
が
あ
る
。

�　

殷
貞
子
鈞　

殷
鈞
（
四
八
二
〜
五
三
二
）、
字
は
季
和
、
陳
郡
長
平

（
河
南
省
）
の
人
。『
梁
書
』
二
七
本
傳
に
よ
れ
ば
、
明
威
將
軍
・
臨
川

内
史
等
を
経
て
、
国
子
祭
酒
に
至
っ
た
。
諡
は
貞
子
。
書
に
秀
で
ま
た
典

籍
に
通
じ
た
こ
と
は
、
本
傳
に
「
善
隷
書
、
爲
當
時
楷
法
、
南
郷
范
雲
・

樂
安
任
昉
並
稱
賞
之
」、
ま
た
「
起
家
秘
書
郎
、
太
子
舎
人
、
司
徒
主
簿
、

秘
書
丞
。
鈞
在
職
、
啓
校
定
秘
閣
四
部
書
、
更
爲
目
録
。
又
受
詔
料
檢
西

省
法
書

0

0

0

古
迹
、
別
爲
品
目
」
と
あ
る
。

�　

范
普　

傳
未
詳
。
疏
證
校
注
は
、「
普
」
を
「
胥
」
の
訛
か
と
疑
う
。

范
胥
は
、
注
�
参
照
。

�　

潘
菩
提　

傳
未
詳
。

�　

二
王　

晋
の
王
羲
之
と
そ
の
子
王
献
之
を
い
う
。「
二
王
」
の
語
の
用

例
と
し
て
早
い
も
の
に
は
、
宋
（
原
文
が
梁
の
人
と
す
る
の
は
誤
り
）
の

虞
龢
「
論
書
表
」（『
法
書
要
録
』
二
）
に
、「
洎
平
漢
魏
、
鍾
張
擅
美
、

晋
末
二
王

0

0

称
英
」。
ま
た
「
二
王

0

0

書
、
獻
之
始
學
父
書
、
正
體
乃
不
相
似
、

至
於
絶
筆
。
章
草
殊
相
擬
類
、
筆
迹
流
懌
、
宛
転
妍
媚
、
乃
欲
過
之
」。

な
ど
頻
出
す
る
。
梁
武
帝
「
觀
鍾
繇
書
法
十
二
意
」（
同
上
）
に
、「
世
之

學
者
宗
二
王

0

0

、
元
常
逸
迹
、
曾
不
睥
睨
、
羲
之
有
過
之
論
」。『
顔
氏
家

訓
』
雜
藝
篇
に
、「
梁
氏
秘
閣
散
逸
以
来
、
吾
見
二
王

0

0

眞
草
多
矣
。
家
中

嘗
得
十
巻
、
方
知
陶
隠
居
・
阮
交
州
・
蕭
祭
酒
諸
書
、
莫
不
得
羲
之
之
體
、

故
是
書
之
淵
源
。
蕭
晩
節
所
變
、
乃
右
軍
年
少
時
法
也
」。

�　

郡
五
官
虞
　

虞

は
、
傳
未
詳
。
五
官
は
、
五
官
掾
。『
隋
書
』
經

籍
志
集
部
別
集
類
に
、「
梁
尚
書
郎
虞0

0

集
十
巻
」
が
著
錄
さ
れ
る
。『
梁

書
』
五
三
儒
林
傳
の
伏
晰緪
傳
に
、「
治
書
侍
御
史
虞

奏
曰
」
と
し
て
、

そ
の
上
奏
文
が
引
用
さ
れ
る
。『
南
史
』
七
一
儒
林
傳
の
伏
晰緪
傳
に
も
同

様
に
名
が
見
え
る
。

�　

伏
事
客
房
篆　

房
篆
は
、
傳
未
詳
。
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
譯
『
高
僧

傳
』（
一
）（
二
〇
〇
九
年
、
岩
波
文
庫
）
の
「
訳
者
解
説
」（
船
山
徹
）

で
は
、
慧
皎
に
関
す
る
資
料
と
し
て
『
金
樓
子
』
聚
書
篇
を
引
用
し
た
上

で
、
伏
事
客
に
つ
い
て
、「
伏
事
は
服
事
と
同
じ
く
、「
伏
事
の
客
」
と
は

側
仕
え
の
者
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。『
文
苑
英
華
』

一
九
三
楽
府
二
に
、「
金
（
一
作
會
）
樂
歌
」
三
篇
が
収
め
ら
れ
、
梁
元

帝
・
房
篆

0

0

・
梁
簡
文
帝
の
作
が
こ
の
順
序
で
並
ぶ
。

�　

會
稽
宏
普
惠
皎
道
人　

慧
皎
（
四
九
七
〜
五
五
四
）
は
、
梁
の
學
僧
。

会
稽
上
虞
（
浙
江
省
）
の
人
。
道
人
は
、
沙
門
の
こ
と
。『
續
高
僧
傳
』

六
義
解
篇
二
に
、「
釋
慧
皎
、
未
詳
氏
族
。
會
稽
上
虞
人
。
學
通
内
外
、

博
訓
經
律
。
住
嘉
祥
寺
、
春
夏
弘
法
、
秋
冬
著
述
、
撰
涅
槃
義
疏
十
巻
及

梵
網
經
疏
行
世
。
又
以
唱
公
所
撰
名
僧
頗
多
浮
沈
、
因
遂
開
例
成
廣
、
著

高
僧
傳
一
十
四
巻
」『
高
僧
傳
』
十
四
巻
は
現
在
に
傳
わ
る
。
ま
た
『
高

僧
傳
』
序
錄
の
末
に
付
さ
れ
る
僧
果
の
跋
尾
に
よ
れ
ば
、
慧
皎
は
梁
末
の

侯
景
の
亂
を
湓
城
（
江
西
省
）
に
避
け
て
、
暫
く
こ
の
地
で
講
義
を
行
な

い
、
承
聖
三
年
（
五
五
四
）
に
没
し
て
、
廬
山
の
禅
閣
寺
に
葬
ら
れ
た
。

宏
普
に
つ
い
て
、
�
に
引
い
た
『
高
僧
傳
』
邦
訳
の
「
訳
者
解
説
」
に
は

次
の
よ
う
に
い
う
。「
宏
普
と
は
嘉
祥
寺
内
の
宏
普
院
な
の
か
、
そ
れ
と

も
嘉
祥
寺
と
は
別
の
宏
普
寺
な
の
か
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
と
も
か
く
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蕭
繹
が
最
初
に
就
任
し
た
の
は
寧
遠
將
軍
・
会
稽
太
守
で
あ
っ
た
か
ら
、

慧
皎
と
は
早
く
か
ら
の
知
己
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
想

像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
会
稽
山
陰
は
王
羲
之
が
晩
年
を
過
ご
し

た
土
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
慧
皎
が
住
し
た
と
こ
ろ
に
は
二
王
の
尺
牘
が
遺

存
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
嘉
祥
寺
の
創
健
者
で
あ
る
王
薈
、
そ
の

王
薈
と
は
再
従
兄
弟
（
ま
た
い
と
こ
）
の
関
係
に
あ
り
、
王
羲
之
の
書
簡

に
は
し
ば
し
ば
王
薈
が
字あ
ざ
な

の
敬け
い

文ぶ
ん

、
あ
る
い
は
幼
名
の
小し
ょ
う

奴ど

を
も
っ
て

登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。
な
お
、
校
箋
は
「
宏
普
」
を
「
普
宏
」
の

誤
り
か
と
疑
い
、『
南
朝
仏
寺
志
』
下
に
「
普
宏
寺
、
未
詳
其
所
在
。
斉

時
寺
僧
智
稱
・
慧
温
講
律
誦
法
、
爲
道
俗
所
重
、
竟
陵
文
宣
王
復
圖
釋
寶

亮
形
於
寺
壁
焉
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

�　

臨
汝
靈
侯　

蕭
猷
（
？
〜
五
三
三
）
は
、
長
沙
宣
武
王
懿
の
孫
。
臨
汝

侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
呉
興
郡
守
と
な
っ
た
。
の
ち
益
州
刺
史
・
侍
中
・
中
護

軍
と
な
っ
た
。『
南
史
』
五
一
梁
宗
室
傳
上
に
、「
性
倜
儻
、
與
楚
王
廟
神

交
、
飲
至
一
斛
。
毎
酹
祀
、
盡
歓
極
醉
、
神
影
亦
有
酒
色
、
所
禱
必
從
」。

諡
の
靈
、「
以
与
神
交
也
」
と
あ
る
。

�　

樂
彦
春　

傳
未
詳
。

�　

劉
之
遴
。
注
㉖
参
照
。

�　

南
平
嗣
王　

蕭
恪
（
？
〜
五
五
二
）、
字
は
敬
則
。
梁
武
帝
の
弟
南
平

王
蕭
偉
の
嗣
子
。
雍
州
刺
史
か
ら
郢
州
刺
史
を
経
て
、
侯
景
の
亂
平
定
後
、

揚
州
刺
史
と
な
っ
た
。『
南
史
』
五
二
梁
宗
室
傳
下
に
、「
時
帝
（
元
帝
）

未
遷
都
、
以
恪
宗
室
令
譽
、
故
先
使
歸
鎭
社
稷
。
大
寶
三
年
、
薨
于
長
沙
、

未
之
鎭
也
。
贈
太
尉
、
諡
曰
靖
節
王
」。

�　

張
雍
州　

張
纘
の
こ
と
か
。『
南
史
』
五
六
本
傳
に
、「
太
清
二
年
、
徙

授
領
軍
、
俄
改
雍
州

0

0

刺
史
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
元
帝
少
時
、
纘
便
推
誠

委
結
、
及
帝
即
位
、
追
思
之
。
嘗
為
詩
序
曰
、『
簡
憲
之
為
人
也
、
不
事

王
侯
、
負
才
任
氣
。
見
余
則
申
旦
達
夕
、
不
能
已
已
。 

懐
夫
人
之
徳
、

何
日
忘
之
』。（
中
略
）
初
、
纘
之
往
雍
州

0

0

、
資
産
悉
留
江
陵
。
性
既
貪
婪
、

南
中
貲
賄
塡
積
。
及
死
、
湘
東
王
皆
使
収
之
、
書
二
萬
巻
並
摙
還
齋
、
珍

寶
財
物
悉
付
庫
、
以
粽
蜜
之
屬
還
其
家
」。
張
纘
に
つ
い
て
は
注
�
に
既

出
。

�　

桂
陽
藩
王　

蕭
慥
（
？
〜
五
四
八
）
を
い
う
か
。
蕭
慥
は
、
梁
の
桂
陽

王
蕭
融
の
孫
。
字
は
元
貞
。『
南
史
』
五
一
梁
宗
室
上
の
本
傳
に
、「
位
信

州
刺
史
、
有
威
恵
。
太
清
二
年
、
赴
援
臺
城
、
遇
敕
還
蕃
。
尋
爲
張
纘
所

構
、
書
湘
東
王

0

0

0

曰
、『
河
東
・
桂
陽
二
蕃
、
掎
角
欲
襲
江
陵
』。
湘
東
乃
水

歩
兼
行
至
荊
鎭
。
慥
尚
軍
江
津
、
不
以
爲
異
。
湘
東
至
、
乃
召
慥
、
深
加

慰
喩
、
慥
心
乃
安
。
後
留
止
省
内
、
慥
心
知
禍
及
、
遂
肆
醜
言
。
湘
東
大

怒
、
付
獄
殺
之
」。

�　

留
之
遠　

未
詳
。
四
庫
全
書
本
校
記
に
、「
案
留
之
遠
、
疑
劉
之
遴
之

訛
（
抄
本
は
「
訛
」
を
「
誤
」
に
作
る
）」。
劉
之
遴
は
、
注
㉖
に
既
出
。

疏
證
校
注
は
沈
約
が
東
陽
太
守
だ
っ
た
と
き
の
「
祭
故
徐
崔
文
教
」（『
文

館
詞
林
』
六
九
九
）
に
、「
貴
邦
冠
衣
不
少
、
有
士
如
林
。
劉
・
鄭
・

傅
・
駱
之
家
、
樓
・
留
・
徐
・
楊
之
族
、
雖
晩
運
雕
疏
、
不
違
疇
往
、
而

餘
風
未
改
、
舊
俗
猶
存
」
と
あ
る
の
を
引
き
、「
是
東
陽
留
氏
亦
有
士
人
、

「
留
」
未
必
是
「
劉
」
之
訛
」
と
い
う
。
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金
樓
子
訳
注
（
八
）（
興
膳
）

　

吾
今
年
四
十
六
歳
、
自＊
聚
書
來
四
十
年
、
得
書
八
萬
巻＊
。
河
閒
之

侔
漢
室
、
頗
謂
過
之
矣
。

　

私
は
今
年
で
四
十
六
歳
に
な
る
が
、
書
を
収
集
し
始
め
て
か
ら
四

十
年
に
上
り
、
入
手
し
た
書
は
八
萬
巻
に
な
っ
た
。
漢
の
河
間
獻
王

の
蔵
書
は
漢
王
室
の
そ
れ
に
匹
敵
し
た
が
、
私
の
蔵
書
は
そ
れ
以
上

だ
と
自
負
し
て
い
る
。

〔
校
　
勘
〕

『
太
平
御
覧
』
六
一
八
學
部
十
二
叙
圖
書
に
引
く
『
金
樓
子
』
に
こ
の
一
段

を
収
め
る
。
異
同
は
以
下
の
通
り
。
＊
自
：
→
無
し
。
＊
得
書
八
萬
巻
：
下

に
「
也
」
字
が
あ
る
。
＊
矣
：
→
也
。

〔
注
〕

�　

吾
今
年
四
十
六
歳　
『
梁
書
』
元
帝
紀
に
、「［
承
聖
三
年
十
二
月
］
辛

未
、
西
魏
害
世
祖
、
遂
崩
焉
、
時
年
四
十
七
」。
聚
書
篇
は
、
死
の
前
年

に
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

�　

得
書
八
萬
巻　

元
帝
は
多
く
の
書
を
収
集
し
、
西
魏
に
よ
る
江
陵
政
権

の
倒
壊
に
際
し
て
は
、
自
ら
蔵
書
に
火
を
放
っ
て
焼
き
尽
く
し
た
と
さ
れ

る
。
そ
の
事
実
を
傳
え
る
最
も
早
い
資
料
は
、
か
つ
て
梁
に
あ
っ
て
蕭
繹

に
仕
え
、
後
に
対
立
す
る
北
斉
・
北
周
に
身
を
置
い
た
顔
之
推
の
「
觀
我

生
賦
」（『
北
斉
書
』
文
苑
傳
引
）
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
い
う
。「
民
百

萬
而
囚
虜
、
書
千
兩
而
煙
煬
、
溥
天
之
下
、
斯
文
盡
喪
」。
そ
の
自
注
に

は
、
事
實
に
詳
し
い
説
明
を
加
え
て
い
う
に
は
、「
北
於
墳
籍
、
少
於
江

東
三
分
之
一
、
梁
氏
剝
亂
、
散
逸
湮
亡
。
唯
孝
元
鳩
合
、
通
重
十
餘
萬
、

史
籍
以
來
、
未
之
有
也
。
兵
敗
、
悉
焚
之
、
海
内
無
復
書
府
」。

　
　

元
帝
焚
書
の
事
実
に
関
し
て
は
、『
隋
書
』
經
籍
志
総
序
に
、「
元
帝
克

平
侯
景
、
収
文
德
之
書
及
公
私
経
籍
、
歸
于
江
陵
、
大
凡
七
萬
餘
巻

0

0

0

0

。
周

師
入
郢
、
咸
自
焚
之
」。
焚
書
の
巻
數
に
つ
い
て
は
、
隋
の
牛
弘
「
開
獻

書
之
路
」
上
表
（『
隋
書
』
四
九
牛
弘
傳
）
が
そ
れ
に
近
い
。「
及
侯
景
渡

江
、
破
滅
梁
室
、
秘
省
経
籍
、
雖
從
兵
火
、
其
文
德
殿
内
書
史
、
宛
然
猶

存
。
蕭
繹
據
有
江
陵
、
遣
將
破
平
侯
景
、
収
文
德
之
書
及
公
私
典
籍
、
重

本
七
萬
餘
巻

0

0

0

0

、
悉
送
荊
州
。
故
江
表
圖
書
、
因
斯
盡
萃
於
繹
矣
。
及
周
師

入
郢
、
繹
悉
焚
之
於
外
城
、
所
収
十
纔
一
二
」。『
梁
書
』
元
帝
紀
に
は
焚

書
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
が
、『
南
史
』
梁
本
紀
下
に
は
、「
乃
聚
圖
書

十
餘
萬
巻

0

0

0

0

盡
燒
之
」
と
あ
る
。
事
実
の
経
緯
に
関
し
て
最
も
詳
細
を
極
め

る
の
は
、
唐
の
丘
悦
撰
『
三
国
典
略
』（『
太
平
御
覧
』
六
一
九
學
部
焚

書
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
周
師
陥
江
陵
、
梁
王
知

事
不
濟
、
入
東
閣
竹
殿
、
命
舎
人
高
善
寶
焚
古
今
圖
書
十
四
萬
巻

0

0

0

0

、
欲
自

投
火
、
與
之
倶
滅
、
宮
人
引
衣
。
遂
及
火
滅
盡
、
幷
以
寶
劍
斫
柱
令
折
、

歎
曰
、『
文
武
之
道
、
今
夜
窮
矣
』」。『
資
治
通
鑑
』
梁
紀
二
一
は
『
三
国

典
略
』
に
據
っ
て
こ
の
事
件
を
記
す
。
司
馬
光
『
資
治
通
鑑
考
異
』
に
い

う
、「
隋
經
籍
志
云
焚
七
萬
巻
、
南
史
云
十
餘
萬
巻
。
按
周マ
マ

（
王
）
僧
辯

�

�

�

�
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所
送
建
康
書
已
八
萬
巻
、
幷
江
陵
舊
書
、
豈
止
七
萬
乎
。
今
從
典
略
」。

『
隋
書
』
經
籍
志
総
序
に
よ
れ
ば
、
南
斉
永
明
中
の
四
部
書
目
が
「
大
凡

一
萬
八
千
一
十
巻
」、
梁
初
の
文
德
殿
中
の
書
が
「
大
凡
二
萬
三
千
一
百

六
巻
」
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
蕭
繹
が
自
ら
「
得
書
八
萬
巻
」
と
い
う
の

は
当
時
随
一
の
蔵
書
数
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
注
�
参
照
。

�　

河
閒
之
侔
漢
室　

河
間
は
、
漢
の
河
間
獻
王
劉
德
（
？
〜
一
三
〇
）、

景
帝
の
子
で
、
武
帝
の
異
母
弟
。
儒
學
を
好
み
、
多
く
の
書
を
収
集
し
た
。

『
漢
書
』
五
三
本
傳
に
、「
河
間
獻
王
德
以
孝
景
前
二
年
立
、
修
學
好
古
、

實
事
求
是
。
從
民
得
善
書
、
必
爲
好
寫
與
之
、
留
其
眞
、
加
金
帛
賜
以
招

之
。
繇
是
四
方
道
術
之
人
不
遠
千
里
、
或
有
先
祖
舊
書
、
多
奉
以
奏
獻
王

者
。
故
得
書
多

0

0

0

0

、
與
漢
朝
等

0

0

0

0

。
是
時
、
淮
南
王
安
亦
好
書
、
所
招
致
率
多

浮
辯
。
獻
王
所
得
書
皆
古
文
先
秦
舊
書
、
周
官
・
尚
書
・
禮
・
禮
記
・
孟

子
・
老
子
之
屬
、
皆
經
傳
説
記
、
七
十
子
之
徒
所
論
。
其
學
擧
六
藝
、
立

毛
氏
詩
・
左
氏
春
秋
博
士
、
修
禮
樂
、
被
服
儒
術
、
造
次
必
於
儒
者
。
山

東
諸
儒
多
從
而
游
」。

�　

頗
謂
過
之
矣　
『
隋
書
』
經
籍
志
総
序
に
、「
梁
初
、
秘
書
監
任
昉
、
躬

加
部
集
、
又
於
文
德
殿
内
列
藏
衆
書
、
華
林
園
中
総
集
釋
典
。
大
凡
二
萬

三
千
一
百
六
巻
、
而
釋
氏
不
豫
焉
」
と
あ
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、
蕭
繹
の

自
負
に
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。

二
南
五
覇
篇
七

　

「
二
南
」
は
、
も
と
『
詩
』
十
五
國
風
冒
頭
の
「
周
南
」「
召
南
」

二
巻
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
詩
篇
は
、
周
王
朝
創
業
期
の
二
人
の
功
臣
、

す
な
わ
ち
周
公
と
召
公
に
因
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
五
覇
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
春
秋
五
覇
」
を
指
し
て
い
る
。
た

だ
こ
の
篇
に
關
し
て
は
、
知
不
足
齋
叢
書
本
の
校
記
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
大
き
な
問
題
が
あ
る
。「
按
此
篇
僅
存
三
條
、
皆
與
説
蕃
篇

同
。
疑
説
蕃
篇
中
有
二
南
五
覇
之
事
、
後
人
因
誤
分
之
、
非
原
有
之

目
也
。
觀
晁
氏
讀
書
志
、
亦
無
此
目
。
可
見
今
存
其
目
、
而
刪
其
文
、

謹
識
於
此
」。
確
か
に
説
蕃
篇
1
の
「
周
公
摂
政
、
云
云
」
及
び
2

「
召
公
奭
與
周
同
姓
姫
氏
、
云
云
」
は
「
二
南
」
に
、
ま
た
3
「
斉

桓
公
小
白
」
以
下
の
春
秋
期
の
記
事
は
「
五
覇
」
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応

し
て
い
る
。『
永
樂
大
典
』
巻
一
八
二
〇
七
の
「
三
將
」
の
項
に
は

『
金
樓
子
』
二
南
五
覇
篇
と
し
て
、「
秦
穆
公
滅
滑
、
云
云
」
の
文

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
校
記
の
説
に
從
い
、
篇
目
の
み
を
記
す
に
留

め
る
。

金
樓
子
巻
第
二

（
こ
の
譯
注
の
作
成
に
當
た
っ
て
は
、
尾
崎
勤
・
猿
渡
留
理
兩
氏
に
よ
る
草
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金
樓
子
訳
注
（
八
）（
興
膳
）

稿
を
参
照
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。）




